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平成 18 年 3 月 13 日 

                      

                      会社名 株式会社コロワイド 

代表者名 代表取締役社長 渡辺順寛 

  （コード番号 ７６１６ 東証第一部） 

                         問合せ先 専務取締役 野尻公平 

                        （連絡先電話番号：045-312-5970） 

 

 

株式の分割に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 3 月 13 日開催の取締役会において、平成 18 年 3 月 14 日開催の臨時株主

総会において「定款一部変更の件」が承認され「当会社の発行する株式の総数」が変更される

ことを条件に、株式の分割を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

１. 株式分割の目的 

  当社はかねてより総合的な株主利益還元策を検討すると同時に、当社株の流動性向上につ

いても検討を重ねてまいりました。このたび、これらに対応するため株式の分割を決議いた

しました。 

２．株式分割の概要 

（１） 分割の方法 

平成 18 年 3 月 31 日（金曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を、1株につき 1.4 株の割合をもって分割する。ただし、分割

の結果生ずる１株未満の端数株式は、これを一括売却又は買い受けし、その処分代金

を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。 

（２） 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成 18 年 3 月 31 日(金曜日)最終の発行済株式総数に 0.4 を乗じた株

式数とする。ただし、計算の結果、1株未満の端数株式が生じた場合は、これを切り捨

てる。 

３．日程 

分割基準日 平成 18 年 3 月 31 日（金曜日） 

効力発生日 平成 18 年 4 月１日（土曜日） 

株券交付予定日 平成 18 年 5 月 19 日（金曜日） 

４．配当起算日 平成 18 年 4 月１日（土曜日） 
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《ご参考》 

１．株式の分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議日から

分割基準日までの間に新株予約権の権利行使により発行済株式総数が増加する可能性があ

りますが、新株予約権の権利行使がないと仮定した場合の予定を記載すると以下のとおりで

あります。 

２．株式の分割後の発行済株式総数は、平成 18 年 3 月 31 日現在（予定）を基準として計算す

ると次のとおりとなります。 

(1) 平成 18 年 3 月 31 日現在（予定）発行済株式総数 

     42,631,488 株 うち普通株式 42,631,458 株 

                              優先株式     30 株 

(2) 株式分割による増加株式数（予定）    17,052,583 株〔うち普通株式 17,052,583 株 〕 

 (3) 株式分割後の発行済株式総数（予定） 59,684,071 株 うち普通株式 59,684,041 株 

優先株式    30 株 

                              

 (4) 平成 18 年 3 月 31 日現在の授権資本株式数（予定） 113,000,000 株 

３．株式の分割に際しては、資本金の増加はありません。 

平成 18 年 3 月 31 日現在（予定）の資本金  3,982,019,166 円 

４. 株式の分割に伴い、平成 15 年 5 月 26 日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額等は、平成 18 年 4 月１日（土曜日）以降、下記のとおり調整

いたします。 

 調整前 調整後 

新株予約権の発行数 252 個 

（新株予約権 1個につき 

1,125 株） 

252 個 

（新株予約権 1個につき 

1,575 株） 

新株予約権の目的となる 

株式の種類および数 

当社普通株式 

283,500 株 

当社普通株式 

396,900 株 

新株予約権の行使に際し払

い込むべき金額 

1 株当たり 392 円 1 株当たり 280 円 

新株予約権の行使により 

発行する株式の発行価額の

総額 

111,132,000 円 111,132,000 円 

新株予約権の行使により発

行する新株の発行価額のう

ち資本に組入れる額 

1 株当たり 196 円 1 株当たり 140 円 

 （ご参考） (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 14 年 5 月 21 日 

       (2) 定時株主総会の決議日          平成 14 年 6 月 15 日 

       (3) 新株予約権の発行日           平成 15 年 5 月 27 日 

以上 

 


